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感染性廃棄物の取り扱いについて
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(国内でのサル痘患者の発生を受けて)(通知)

医療関係機関等で発生する感染性廃菜物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃菜物処

理マニュアル」に基づき適正処理を図つていただいているところですが、今般、世界保磨機関が

サル痘について国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態であると宣言したことを受けて、別

添のとおり環境省環境再生 資源循秦局廃棄物規制課から事務連絡がありましたのでご了知願い
ます。

つきましては、感染性廃莱物の道正な処理の確保のため、当該マニュアル及び下記に基づいた

感染性廃棄物の取り扱いを貴会員へ周知していただくとともに、その適切な運用について御配意

願います。

記

「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」は以下の環境省ホームページからご

覧いただけます。
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2 ナル痘を始めとする人が感染又は感染のおそれのある病原体で汚染された機器 器具 環境
の消毒及び減菌については、上記マニュアルの参考 9に引用されている「感染症法に基づく消

毒 滅菌の手引きJ(平成 30年 12月 27日健感発 1227第 1号厚生労働省健康局結核感染症課
長)に基づき実施願います。
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令 和

各都道府県 政令市産業廃棄物行政主管部 (局)御中

環境省環境再生・資源循環局廃菜物規制課

感染性廃菜物の取 り扱いについて (国内でのサル痘息者の発生を受けて)

(事務連絡 )

廃案物行政の推進については、かねてより格別の御尽力を頂き御礼申し上げます。

今般、世界保健機関はナル痘について国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態

であることを宣言しました。サル痘は、欧州ゃ北米を中心に感染が確認されており、
日本国内でも感染者が確認 されております。

サ′レ痘は、サル痘ウイルス感染による急性発疹性疾患であり、感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、4類感染症に位置づけられてお りま
す。

サル痘を始めとする人が感染及び感染のおそれのある病原体が含まれ、若 しくは

付着 している廃葉物又はこれ らのおそれのある廃葉物 (以下 「感染性廃業物Jと い
う。)の処理については、「廃棄 F/J処理法に基づく感染性廃実物処理マニュアル」
(令示B4年 6月 )(httpst/iぶ onv go jp/Content/900534354 pdf)(以下 「マニ
ュアルJと い う。)を環境省で策定し、適正な処理の確保をお願いしているところ
です。貴職におかれても、関連医療機関等から排出される感染性廃菜物の適切な処

理の確保のため、マニュアルに基づき、必要な措置の実施のための指導監督に努め

るとともに、貴管下廃菜物処理業者及び関連医療関係機関等に対 し、排出時、収集

運搬時及び処分時において作業者への感染防止に万全を期すよう周知徹底をお願い

します。

なお、本通知は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第245条の 4第 1項に基
づく技術的な助言であることを申し添えます。
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